
岩手県告示第53号 

 地方独立行政法人法施行細則（平成17年岩手県規則第１号）第９条第１項の規定により、次のとおり公立大学法人岩手県立大学

の資産を特定する。 

  令和２年２月７日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 構築物 

名 称 所在地 規 格 数 量 取得予定年月日 

１Ф30ｋＶＡトップランナ

ー油入変圧器 
岩手県滝沢市巣子152番地52 

公立大学法人岩手県立大学に備え

ておく仕様書に記載のとおり。 
１台 令和２年３月27日 

１Ф100ｋＶＡトップラン

ナー油入変圧器 
岩手県滝沢市巣子152番地52 

公立大学法人岩手県立大学に備え

ておく仕様書に記載のとおり。 
１台 〃 

３Ф20ｋＶＡトップランナ

ー油入変圧器 
岩手県滝沢市巣子152番地52 

公立大学法人岩手県立大学に備え

ておく仕様書に記載のとおり。 
１台 〃 

２ 工具器具備品 

名 称 所在地 規 格 数 量 取得予定年月日 

ＡＩ搭載計算機 Ｇ－Ｍａ

ｓｔｅｒ ＳＬＩ－Ｚ390

－ＮＶＬⅡ 

岩手県滝沢市巣子152番地52 
公立大学法人岩手県立大学に備え

ておく仕様書に記載のとおり。 
１台 令和２年２月28日 
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